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当事業所はご契約者に対して訪問介護相当サービスを提供します。事業所の概要や提供さ 

れるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 

 

※当サービスの利用は、原則として要支援認定の結果「要支援」と認定された方が

対象となります。要支援認定をまだ受けていない方でもサービスの利用は可能で

す。 
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当事業所は介護保険の指定を受けています。 

（大分県指定 第 4470201908 号）        

号） 



１．事業者 

（１）法人名        株式会社 さわやか倶楽部 

（２）法人所在地     福岡県北九州市小倉北区熊本 2丁目 10番 10号 

（３）電話番号       ０９３－５５１－５５５５ 

（４）代表者氏名     山本 武博 

（５）設立年月       ２００４年１２月１日 

２．事業所の概要 

（１）事業所の種類  訪問介護相当サービス 

（２）事業所の名称    さわやかヘルパーステーション別府 

２０１５年４月１日指定 大分県 第 4470201908号 

（３）事業所の所在地  大分県別府市堀田 4-2  

（４）電話番号     0977-26-1117 

（５）事業所長（管理者）氏名    坂本 亮介 

（６）開設年月      ２０１５年４月１日 

（７）事業所が行っている他の業務 

   当事業所では、次の事業もあわせて実施しています。 

  [訪問介護]    ２００８年８月１日指定 福岡県 第 4470201908号  

３．事業実施地域及び営業時間 

（１）通常の事業の実施地域 別府市 

（２）営業日及び営業時間      

営業日 月～日曜日 

営業時間 午前８時３０分～午後５時３０分 

サービス提供時間帯 ２４時間 

 ※営業日については、年中無休。サービス提供時間以外について電話等により、相談に 

応ずる旨や連絡が 24時間常時可能な体制としています。 

４．職員の体制 

 当事業所では、ご契約者に対して指定介護予防訪問介護サービス及び指定訪問介護サービ

スを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。 

<主な職員の配置状況>※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

職種 常勤 
非常勤 合計 兼務の内容 

専任 兼務 

１．事業所長（管理者） 1   1  

２．サービス提供責任者 1   1  

３．訪問介護員   8 2.7  

 (1)介護福祉士   5 2.0  



 

 

 

（2）実務者研修   0 0.0  

（3）初任者研修   1 0.2  

(4)訪問介護養成研修１級

（ヘルパー1級）課程修了者 

  1 0.3  

(5)訪問介護養成研修 2 級 

（ヘルパー2級）課程修了者 

  1 0.2  

※常勤換算：職員それぞれの週あたりの勤務延時間数の総数を当事業所におけ

る常勤職員の所定勤務時間数（例：週 40時間）で除した数です。 

（例）週 8 時間勤務の訪問介護員が 5 名いる場合、常勤換算では、   

1名（8時間×5名÷40時間＝1名）となります。 

５．当事業所が提供するサービスと利用料金 

 当事業所では、ご契約者のご家庭に訪問し、サービスを提供します。 

当事業所が提供するサービスについて、 

（１）利用料金が介護保険から給付される場合 

（２）利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合 

があります。 

契約期間の中途において消費税率の改定もしくは介護保険利用者負担金に関わる基本単

位の変更が行なわれた場合には、事業者からの通知の有無にかかわらず、消費税率改定後

の税率および変更後の基本単位により計算することとします 

（１）介護保険の給付の対象となるサービス 

以下のサービスについては、訪問介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の

額とし当該訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、自己負担分（「介護保険負担割

合証」に記載された自己負担割合に応じて算出された金額）の額とする。 

<サービスの概要と利用料金> 

○身体介護 

 入浴・排せつ・食事等の介護を行います。 

○生活援助 

 調理・洗濯・掃除・買い物等日常生活上の支援を行います。 

※上記のサービスは、例えばご契約者が行う調理を訪問介護員が見守りながら一緒に行

うなど、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によって

行います。 

☆ サービスの実施頻度は、介護予防サービス計画（ケアプラン）において、以下の支給

区分が位置づけられ、１週間あたりのサービス提供頻度が示されます。これを踏まえ、

介護予防訪問介護計画において具体的な実施日、１回あたりの時間数や実施内容等を

定めます。 

支給区分 1週間あたりのサービス提供回数 

Ⅰ おおむね１回 



Ⅱ おおむね２回 

Ⅲ おおむね３回以上 

☆ ご契約者に対する具体的なサービスの実施内容、実施日、時間等は、介護予防サービ

ス計画（ケアプラン）がある場合には、それを踏まえた介護予防訪問介護計画に定め

られます。ただし、契約者の状態の変化、介護予防サービス計画に位置付けられた目

標の達成度等を踏まえ、必要に応じて変更することがあります。 

☆ ご契約者の状態の変化等により、サービス提供量が、介護予防訪問介護計画に定めた

実施回数、時間数等を大幅に上回る場合には、介護予防支援事業者と調整の上、支給

区分の変更、介護予防サービス計画の変更又は要支援認定の変更、要介護認定の申請

の援助等必要な支援を行います。 

① 身体介護 

○ 入浴介助 

…入浴の介助又は、入浴が困難な方は体を拭く（清拭）などします。 

○ 排せつ介助 

…排せつの介助、おむつ交換を行います。 

○ 食事介助 

…食事の介助を行います。 

○ 体位変換 

…体位の変換を行います。 

② 生活援助 

☆ 介護予防訪問介護サービスは、自立支援の観点から、利用者ができる限り自ら家事等  

を行うことができるように支援することを目的としています。 

☆  そのため、下記のサービスは、例えばご契約者が行う調理を訪問介護員が見守りなが

ら一緒に行うなど、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方

法によって行います。 

○ 調理 

…利用者の食事の用意を行います。（ご家族分の調理は行いません。） 

○ 洗濯 

…利用者の衣類等の洗濯を行います。（ご家族分の洗濯は行いません。） 

○ 掃除 

…利用者の居室の掃除を行います。（ご利用者の居室以外の居室、庭等の敷地の掃除

は行いません。） 

○ 買い物 

…利用者の日常生活に必要となる物品の買い物を行います。（預金・貯金の引き出し

や預け入れは行いません。） 

   

＜サービス利用料金＞ 



☆ 利用料金は１ヶ月ごとの定額制です。介護予防サービス計画において位置づけられた

支給区分によって次のとおりとなります。 

☆ 契約者の体調不良や状態の改善等により介護予防訪問介護計画に定めた期日よりも利

用が少なかった場合、又は介護予防訪問介護計画に定めた期日よりも多かった場合であ

っても、日割りでの割引又は増額はしません。 

サービス提供 

区分 

介護予防訪問サービス費（Ⅰ） 週１回程度の利用が必要な場合 

 

基本単位 

 

利用料 

利用者負担額 

通常の場合 

(月ごとの定額制) 

１割負担 ２割負担 ３割負担 

1,176 1,176円 1,176円 2,352円 3,528円 

サービス提供 

区分 

介護予防訪問サービス費（Ⅱ） 週２回程度の利用が必要な場合 

 

基本単位 

 

利用料 

利用者負担額 

通常の場合 

(月ごとの定額制) 

１割負担 ２割負担 ３割負担 

2,349 2,349円 2,349円 4,698円 7,047円 

サービス提供 

区分 

介護予防訪問サービス費（Ⅲ） 週２回を超える程度の利用が必要な場合 

 

基本単位 

 

利用料 

利用者負担額 

通常の場合 

(月ごとの定額制) 

１割負担 ２割負担 ３割負担 

3,727 3,727円 3,727円 7,454円 11,181 円 

☆ 当事業所の地域区分は【その他：1単位 10円】となります。 

☆ 初回加算：200単位/月（初回及び初回相当時のみ） 

   新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、初回に実施した訪問介護と同月内に、

サービス提供責任者が自ら訪問介護を行う場合又は他の訪問介護員等が訪問介護を

行う際に同行訪問した場合に発生致します。また、２ヵ月間訪問介護の提供を受けて

いない場合にも発生致します。 

☆ 介護職員処遇改善加算（Ⅰ）：18.2％ 

厚生労働省の定める基準に適合している、介護職員の賃金の改善等を実施しているも

のとして市町村に届け出た事業所に対し、加算されます。 

☆ 月ごとの定額制となっているため、月の途中から利用を開始したり月の途中で終了し

た場合であっても、以下に該当する場合を除いては、原則として、日割り計算は行い

ません。 

   一 月途中に要介護から要支援に変更となった場合 

   二 月途中に要支援から要介護に変更となった場合 

   三 同一保険者管内での転居等により事業所を変更した場合 

☆ 月途中で要支援度が変更となった場合には、日割り計算により、それぞれの単価に基

づいて利用料を計算します。 

☆ ご契約者がまだ要支援認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいっ

たんお支払いいただきます。要支援認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保

険から払い戻されます（償還払い）。また、介護予防サービス計画が作成されていな



い場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行

うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。 

☆ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負

担額を変更します。 

（２）介護保険の給付対象とならないサービス 

 以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。 

<サービスの概要と利用料金>  

 ①介護保険給付の支給限度額を超える介護予防訪問介護サービスの利用 

介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用される場合は、サービス利用料金

の全額がご契約者の負担となります。 

☆経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することが

あります。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う 2か月前ま

でにご説明します。 

（３）交通費 

通常の事業実施地域以外の地区にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用される場

合は、サービスの提供に際し、事業実施地域の範囲を超えてからご自宅までに要した交通費

の実費をいただきます。 

（４）利用料金のお支払い方法 

前記（１）、（２）の料金・費用は、１か月ごとに計算し、毎月 15 日までに請求します

ので、同月２５日までに支払うものとします。 

支払い方法 

□ 下記指定口座への振り込み 

    大分銀行 鉄輪支店  普通 ５３７２５７０ 

          名義：株式会社 さわやか倶楽部 代表取締役 山本 武博 

□ 現金による支払い 

（５）利用の中止、変更、追加 

○利用予定日の前に、ご契約者の都合により、サービスの利用を中止又は変更、もしくは

新たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの実施日の前

日までに事業者に申し出てください。 

○サービス利用の変更・追加の申し出に対して、訪問介護員の稼働状況により契約者の希

望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に提示して協

議します。 

 



６．サービスの利用に関する留意事項 

（１）サービス提供を行う訪問介護員 

サービス提供時に、担当の訪問介護員を決定します。 

ただし、実際のサービス提供にあたっては、複数の訪問介護員が交替してサービスを

提供します。 

（２）訪問介護員の交替 

 ①ご契約者からの交替の申し出 

選任された訪問介護員の交替を希望する場合には、当該訪問介護員が業務上不適当と

認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して訪問介護員

の交替を申し出ることができます。ただし、ご契約者から特定の訪問介護員の指名はで

きません。 

 ②事業者からの訪問介護員の交替 

事業者の都合により、訪問介護員を交替することがあります。 

訪問介護員を交替する場合は契約者及びその家族等に対してサービス利用上の不利益

が生じないよう十分に配慮するものとします。 

（３）サービス実施時の留意事項 

①定められた業務以外の禁止 

契約者は「５．当事業所が提供するサービス」で定められたサービス以外の業務を事

業者に依頼することはできません。 

②介護予防訪問介護サービスの実施に関する指示・命令 

サービスの実施に関する指示・命令はすべて事業者が行います。但し、事業者はサー

ビスの実施にあたって契約者の事情・意向等に十分に配慮するものとします。 

③備品等の使用 

サービス実施のために必要な備品等（水道・ガス・電気を含む）は無償で使用させて

いただきます。訪問介護員が事業所に連絡する場合の電話等も使用させていただきます。 

（４）訪問介護員の禁止行為 

訪問介護員は、ご契約者に対するサービスの提供にあたって、次に該当する行為は行いま

せん。 

①医療行為 

②ご契約者もしくはその家族等からの金銭又は高価な物品の授受 

③ご契約者の家族等に対するサービスの提供 

④飲酒及びご契約者もしくはその家族等の同意なしに行う喫煙 

⑤ご契約者もしくはその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動 

⑥その他契約者もしくはその家族等に行う迷惑行為 

（５）サービス提供責任者  

 サービス提供責任者は利用者からのサービス利用申込みに関する調整や介護予防訪問介



護計画の作成などはじめ、次のような業務を担当します。利用にあたって疑問点やご心配な

点があったりサービス内容を変更したい時には、サービス提供責任者にお気軽にお尋ねくだ

さい。訪問介護員に直接お話しくださってもかまいません。 

＜サービス提供責任者の業務＞ 

 ①サービスの利用の申込みに関する調整 

 ②利用者の状態の変化やサービスに関する意向の定期的な把握 

 ③介護予防支援事業者等との連携（サービス担当者会議への出席など） 

 ④訪問介護員への援助目標、援助内容に関する指示 

 ⑤訪問介護員の業務の実施状況の把握 

⑥訪問介護員の業務管理 

 ⑦訪問介護員の研修、技術指導 

 ⑧その他サービスの内容の管理に関する必要な業務 

（６）利用者及び利用者の家族等の禁止行為 

①職員に対する身体的暴力（身体的な力を使って危害を及ぼす行為） 

例：コップを投げつける／蹴る／唾を吐く 

②職員に対する精神的暴力（個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとし

めたりする行為） 

例：大声を発する／怒鳴る／特定の職員に嫌がらせをする／「この程度できて当然」と

理不尽なサービスを要求する 

③職員に対するセクシュアルハラスメント（意に添わない性的誘いかけ、好意的態度の要

求等、性的ないやがらせ行為） 

例：必要もなく手や腕を触る／抱きしめる／あからさまに性的な話をする 

７．苦情の受付について 

（１）苦情の受付 

当事業所に対する苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

 ○苦情受付窓口（担当者） 佐藤 きよ子 

    TEL ０９７７-２６-１１１７  FAX ０９７７-２６-１１１５ 

     [所在地]   〒874-0831 

大分県別府市堀田 4-2 さわやか別府の里内  

    ○受付時間   毎週月曜日～日曜日 

            ８：３０～１７：３０ 

（２）行政機関その他苦情受付窓口 

別府市役所 

別府市市民福祉部 

高齢者福祉課 

電話番号 0977-21-1111   

受付時間 ８：３０～１７：００ 

佐伯市役所 

高齢者福祉課 

電話番号 0972-22-3111   

受付時間 8：30～17：00 



大分市役所 

長寿福祉課 

電話番号 097-537-5679   

受付時間 8：00～15：15 

国民健康保険団体連合会 

電話番号 097-534-8480 

受付時間 8：30～17：15 

８．事故発生時の対応について 

事故発生時 事故が発生した場合、速やかに協力医療機関等と連携を図り応急

対応を行います。また、家族・身元引受人・関係機関に連絡しま

す。必要な場合、市町村に報告します。 

賠償責任 サービスの提供にともなって当事業所の責任により、利用者の生

命、身体、財産に損害を及ぼした場合には、その損害を賠償致し

ます。但し、その損害の発生について、利用者に故意又は過失が

認められる場合には、事業者の損害賠償責任が生じない場合があ

ります。 

 

９．緊急時等における対応方法 

   訪問介護員等は訪問介護相当サービスの提供中に、ご契約者の病状に急変、その他の

緊急事態が生じた時は、速やかに応急の処置を行い、主治医あるいは協力医療機関に連

絡し、適切な処置を講じます。 

１０．提供するサービスの第三者評価の実施状況 

   当事業所では提供するサービスの第三者評価は実施しておりません。 

１１．秘密保持について 

（１）事業所及びその従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 

（２）従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、 

従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持する旨を従業者との雇用契約

の内容とする。 

（３）サービス担当者会議等において、利用者又はその家族の個人情報を用いる場合は、利

用者又はその家族の同意をあらかじめ文書で得ておくものとする。 

１２．虐待の防止のための措置に関する事項 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に

掲げるとおり必要な措置を講じます。 

（1） 虐待防止に関する担当者を選定しています 

（2） 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業

者に周知徹底を図っています。 

（3） 虐待防止のための指針の整備をしています。 



（4） 従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。 

（5） サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・

同居人等）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを

市町村に通報します。 

１４． 身分証携行義務 

訪問介護員等は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者又は利用者の家族から提

示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。 

１５． 心身の状況の把握 

訪問介護相当サービスの提供にあたっては、居宅介護支援事業者が開催するサービス担

当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービ

ス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。 

１６． 居宅介護支援事業者等との連携 

(1) 訪問介護相当サービスの提供にあたり、居宅介護支援事業者及び保健医療サービス

又は福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。 

(2) サービス提供の開始に際し、この重要事項説明に基づき作成する「訪問介護計画」

の写しを、利用者の同意を得た上で居宅介護支援事業者に速やかに送付します。 

(3) サービスの内容が変更された場合又はサービス提供契約が終了した場合は、その内

容を記した書面又はその写しを速やかに居宅介護支援事業者に送付します。 

１７． サービス提供の記録 

(1)訪問介護相当サービスの実施ごとに、そのサービスの提供日、内容及び利用料等を、

サービス提供の終了時に利用者の確認を受けることとします。また、利用者の確認を

受けた後は、その控えを利用者に交付します。 

(2)訪問介護相当サービスの実施ごとに、サービス提供の記録を行うこととし、その記

録はサービスを提供した日から 5年間保存します。 

(3) 利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を

請求することができます。 

１８． 衛生管理等 

(1) 訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 

(2) 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。 

(3) 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じ

ます。 

① 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会

をおおむね６月に１回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知

徹底しています。 

② 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています 

③ 従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実

施します。 

１９． 身体拘束の対応 



(１) 利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するために緊急やむを得ない場

合を除き、身体拘束は行わない。 

(２) 緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得なかった理由を記録し、家族、管理者、担当居宅介

護支援事業所に報告するものとする。尚、実施後は速やかな解除に努めるものとする。 

２０． 業務継続計画の策定等について 

(1) 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する訪問介護相当サービスの提供

を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画

（業務継続計画）を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

(2) 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定

期的に実施します。 

(3) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行いま

す。 

 

 

  年  月  日 

 

訪問介護相当サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

 

 さわやかヘルパーステーション別府 

説明者職名             氏名                       印 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、訪問介護相当サービスの提供

開始に同意しました。 

利用者 

住所      

氏名                                印 

 

利用者代理人 

住所      

氏名                                印 

※ この重要事項説明書は、厚生省令第 35 号（平成 18 年 3 月 14 日）第 8 条の規定に基づき、利

用申込者又はその家族への重要事項説明のために作成したものです。 

 


